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ごみ分別マスコットキャラクター
「エコひまちゃん」通信

問い合わせ
　廃棄物対策担当　（名寄庁舎１階）
　　01654③2111
　　（内線3121・3124・3125・3129）

埋立ごみから発火する事故が起きました

引っ越しなどで出る多量のごみは計画的に処理しましょう

１市民参加

名寄市自治基本条例

２ 情 報 共 有

名寄市自治基本条例

　もうすぐ引っ越しのシーズンがやってきます｡
　引っ越し時期は､粗大ごみ収集の申し込みが混み合うため､収集されるまでに日数がかかる場合が
あります｡引っ越しまでのごみ出し計画を立てて､十分な時間を確保して適正に処理しましょう｡

　詳しい分別区分は、「ごみ分別ガイドブック」や「ごみ分別ガイド」をご確認ください。

▲ 発火の原因となったごみ

　名寄市街地区で収集された埋立ごみの袋の中に｢スプレー缶｣
や｢多量のライター｣が混在していたことが原因で､収集車両に積
み込みを行った際、発火する事故が起きました。
　正しい分別をしていただかないと､収集車や､最終処分場での
火災などの大きな事故につながり､収集作業ができなくなります｡
　今一度､ごみの出し方についてご確認いただきますようお願い
いたします。

　特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正により、令和６年４月１日から有機ELテレビが家電
リサイクルの対象となります。
　これまで有機ELテレビは小型家電として受け入れていましたが、法改正による処分方法の変更に
伴い３月５日（火）で受け入れを終了します。
　４月１日以降は、法律に基づき、ほかのテレビと同様に家電リサイクル対象品として処分（ごみ
分別ガイドブック16ページ）しなければなりませんのでご留意ください。

　■粗大ごみ収集の申込先
　名寄市環境保全事業協同組合　　01654②4300
　　　　　　　　　　受付時間　９時～17時
　　　　　　　　　  (土･日･祝日､年末年始を除く)

有機ELテレビが家電リサイクルの対象となります

ライターライタースプレー缶類スプレー缶類

　埋立ごみ
   (青色)
　埋立ごみ
   (青色)

　スプレー缶類やライターは、中
身を使い切ってから、それぞれ透
明か半透明の袋に入れて
埋立ごみと同じ日に出し
てください。

CHECK!!
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